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告   示 

◎新潟県告示第165号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、新潟市の亀田郷土地改良区から次のとおり役

員が就任及び退任した旨の届出があった。 

平成26年２月18日 

新潟県新潟地域振興局長 

１ 就 任 

  理事 新潟市江南区太右ェ門新田１番地       山我 森實 

                          （理事長） 

    〃    〃 江南区横越東町二丁目５番 30号   佐藤 一一 

  〃    〃 江南区大渕 1177番地              三浦 澄郎 

  〃    〃 江南区砂岡一丁目３番 26号         榎並   弥 

    〃    〃 江南区酒屋町 871番地３          伊田 政一 

    〃    〃 中央区女池二丁目２番 20号       渡辺 六三 

    〃    〃 中央区長潟 783番地          田中 敏明 

  〃    〃 東区東中島三丁目７番 19号      齋藤 博文 

  〃    〃 東区海老ヶ瀬 2341番地乙       鈴木 昭博 

 就任年月日 平成26年２月６日 

２ 退 任 

  理事 新潟市中央区山二ツ四丁目15番９号        五十嵐  修平 

                         （理事長） 
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    〃    〃 江南区横越東町二丁目５番 30号      佐藤 一一 

  〃    〃 江南区大渕 1177番地              三浦 澄郎 

  〃    〃 江南区砂岡一丁目３番 26号         榎並   弥 

  〃    〃 江南区割野 4024番地         堀川  幸一郎 

  〃    〃 江南区太右ェ門新田１番地       山我 森實 

    〃    〃 中央区鳥屋野三丁目１番 17号     川崎 健輔 

   〃    〃 東区石山三丁目１番 53号        渡辺 順治 

 〃    〃 東区海老ヶ瀬2341番地乙        鈴木 昭博 

 退任年月日 平成26年２月５日 

 

◎新潟県告示第166号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第９項の規定により、胎内市を地域とする県営区画整理（ほ場

整備「担い手育成型」）事業本条地区に係る換地処分をした。 

平成26年２月18日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

◎新潟県告示第167号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、新潟市長から次のと

おり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

平成26年２月18日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 公共測量（街区多角点№30A61及び№30A62の復旧） 

２ 作業期間 平成25年９月20日から平成25年12月27日まで 

３ 作業地域 新潟市東区中野山６丁目及び７丁目 地内 

 

◎新潟県告示第168号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成26年２月18日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 阿弥陀瀬上条線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

長岡市逆谷字椛沢 614番３から 

 

同市逆谷字千保148番１まで 

 

新 

 

7.0～59.6メートル 

 

479.3メートル 

 

旧 

 

5.4～59.6メートル 

 

476.9メートル 

 

◎新潟県告示第169号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成26年２月18日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   阿弥陀瀬上条線 

２ 供用開始の区間 

  長岡市逆谷字椛沢614番３から同市逆谷字千保148番１まで 
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３ 供用開始の期日  平成26年２月18日 

 

◎新潟県告示第170号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

平成26年２月18日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 一般国道 

２ 路 線 名 405号 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

中魚沼郡津南町大字秋成10218番２から 

 

同郡同町大字秋成10167番１まで 

 

新 

 

12.5～33.3メートル 

 

397.4メートル 

 

旧 

 

5.4～32.0メートル 

 

399.6メートル 

 

◎新潟県告示第171号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、一般国道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

平成26年２月18日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  一般国道 405号 

２ 供用開始の区間 

  中魚沼郡津南町大字秋成10218番２から同郡同町大字秋成10167番１まで 

３ 供用開始の期日  平成26年２月18日 

 

◎新潟県告示第172号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県南魚沼地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

平成26年２月18日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 西枯木又堀之内線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

南魚沼市市野江乙 932番３から 

 

同市市野江乙899番１まで 

 

新 

 

10.8～120.0メートル 

 

349.2メートル 

 

旧 

 

8.5～16.5メートル 

 

349.2メートル 

 

◎新潟県告示第173号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県南魚沼地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 
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平成26年２月18日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   西枯木又堀之内線 

２ 供用開始の区間 

  南魚沼市市野江乙932番３から同市市野江乙899番１まで 

３ 供用開始の期日  平成26年２月18日 

 

◎新潟県告示第174号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県佐渡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成26年２月18日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 白雲台乙和池相川線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

佐渡市下相川１番２から 

 

同市下相川１番２まで 

 

新 

 

8.2～12.4メートル 

 

49.6メートル 

 

旧 

 

8.2～10.4メートル 

 

49.6メートル 

 

◎新潟県告示第175号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県佐渡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成26年２月18日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   白雲台乙和池相川線 

２ 供用開始の区間 

  佐渡市下相川１番２から同市下相川１番２まで 

３ 供用開始の期日  平成26年２月18日 

 

公   告 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、新潟県庁内LANへの機器等接続業務実施の基

本となる契約について、次のとおり一般競争入札を行う。 

平成26年２月18日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 入札に付する事項 

(1) 案件の名称 

    新潟県庁内LANへの機器等接続業務実施の基本契約 

(2) 案件の仕様等 

    入札説明書による。 

(3) 業務実施期間 

    平成26年４月１日 （火） から平成27年３月31日（火）まで 

(4) 業務実施場所                                  
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  入札説明書による。 

２ 入札説明書を交付する期間及び場所並びに本件入札に関する問合せ等 

(1) 交付期間  平成26年２月18日（火）から平成26年３月４日（火）までの各日（新潟県の休日を定める条例

（平成元年新潟県条例第５号）第１条第１項各号に規定する日を除く｡)の午前８時30分から午後５時15分ま

で 

(2) 交付場所 新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

       新潟県総務管理部情報政策課電子県庁推進班 

(3) 問合せ等 入札説明書による。 

３ 入札執行の日時及び場所 

(1) 日時 平成26年３月28日（金）午前10時30分 

(2) 場所 新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

     新潟県庁入札室 

４ 入札に参加する者に必要な資格 

本件入札に参加する者は、一の個人又は法人であって、次に掲げる要件のすべてを満たしている者でなけれ

ばならない。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 新潟県の県税の納付義務を有する者にあっては当該県税の未納がない者であること。 

(3) 本件入札に係る入札説明書の交付を受けている者であること。 

(4) ５に定めるところにより、競争入札参加資格確認申請書等を提出し、本件入札に係る参加資格を有するこ

とについて新潟県知事から確認を受けている者であること。 

(5) 入札説明書に定める作業を行った実績を有する者であること。 

(6) 新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と

社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

５ 本件入札に係る参加資格の確認 

 本件入札に参加を希望する者は、次に定めるところにより競争入札参加資格確認申請書等を提出し、新潟県

知事から本件入札に参加する資格を有する旨の確認を受けなければならない。                        

 この場合において、次に定めるところに従わなかった者及び本件入札に参加する資格があると認められなか

った者は、本件入札に参加することができない。     

(1) 競争入札参加資格確認申請書等の提出             

 ア 提出期間 平成26年３月10日（月）午前９時から午後５時まで 

  イ 提出場所 新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

        新潟県総務管理部情報政策課電子県庁推進班                             

 ウ 提出方法 本人（法人にあっては、代表権限を有する者。以下同じ｡)又は代理人による提出とする。  

 エ 提出書類及び部数 入札説明書による。 

(2) 参加資格の確認結果の通知 

   本件入札に係る参加資格の確認結果については、競争入札参加資格確認申請書等を提出した者にそれぞれ

書面で通知するので、競争入札参加資格確認申請書等を提出した者は、次に定めるところにより確認結果通

知書の交付を受けること。              

 ア 交付日時 平成26年３月12日（水）午前９時から午後４時まで     

 イ 交付場所 (1) イに定める場所 

６ 入札手続等                                      

(1) 入札の方法                                     

  次のいずれかの方法によること。                  

  ア 本人又は代理人が入札執行の日時及び場所において入札書を提出すること。ただし、提出者が代理人の

場合は、委任状を併せて提出すること。      

  イ 本人が作成した一の入札書を封書の上、５(1)イに定める提出場所をあて先とした配達証明付きの書留   

郵便（封筒を二重とし、外封筒に「入札書在中」の朱書きをし、中封筒に１(1)の調達案件の名称及び３   

(1)に定める入札執行日時を記載したものに限る｡)をもって３(1)に定める入札執行日の前日の午後５時15

分までに到着するよう送付すること。    

(2) 入札書の名義人 

本人（入札書を入札執行時に提出する場合は、本人又は代理人）に限る。 
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(3) 入札書の記載 

  ア 使用する言語及び通貨は、日本語（名義に関する部分を除く｡)及び日本国通貨とする。  

  イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金 

額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって落札価格とするの

で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、作業の項

目ごとに、自己の見積もった契約希望金額（それぞれの作業１回当たりの金額に係るものをいう｡)の108

分の100に相当する額に入札説明書に定めるそれぞれの年間想定回数を乗じて得た額を合計した金額を入札

書に記載すること。 

(4) 落札者の決定                                

   入札に参加した者のうち、予定価格の制限の範囲内の価格のうち最低の価格をもって有効な入札を行った

者を落札者とする。    

７ 無効入札 

  次に掲げる入札のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。 

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者又は競争入札参加資格確認申請書等に虚偽の記載をし、これを提

出した者がした入札                          

(2) 入札に参加する条件に違反した入札            

(3) 新潟県財務規則（昭和57年新潟県規則第10号。以下「財務規則」という｡)第62条第１項各号に掲げる入札  

(4) 入札者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって連合その他不正行為をしたと認められる入

札                                         

８ 入札保証金                                    

作業の項目ごとに、自己の見積もった契約希望金額に入札書に定めるそれぞれの年間想定回数を乗じて得た

額を合計した金額（以下「年間想定金額」という｡)の100分の５に相当する金額以上の現金（金融機関が振り出

し、又は支払い保証をした小切手を含む。以下同じ｡)とする。ただし、財務規則第43条第１号に該当する場合

は、免除する。        

なお、複数の方法による保証は認めない。        

９ 契約保証金                                    

年間想定金額の100分の10に相当する金額以上の現金とする。ただし、財務規則第44条第１号又は第３号に該

当する場合は、免除する。 

  なお、複数の方法による保証は認めない。 

10 その他 

(1) 競争入札参加資格確認申請書等の取扱い        

 ア 競争入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。                

 イ 提出された競争入札参加資格確認申請書等は、提出者に無断で使用しない。    

 ウ 提出された競争入札参加資格確認申請書等は、返還しない。                                

(2) その他                                      

 ア 契約の手続において使用する言語及び通貨は日本語（契約当事者に関する記載部分を除く｡)及び日本国

通貨とする。 

 イ 不当介入に対する通報報告 

   契約の履行に当たり暴力団関係者から不当介入を受けた場合、警察及び新潟県へ通報報告を行うこと。 

  ウ 契約の停止等 

      本件調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

 エ その他詳細は、入札説明書による。            

オ この公告及び入札説明書に定めるもののほか、本件の入札及び契約の内容に関しては、財務規則その他

新潟県知事の定める規則、日本国の関係法令の定めるところによる。 
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正   誤 

平成24年４月１日付け新潟県告示第474号（二級河川の変更）中 

ページ 行 誤 正 

２ 21 
左岸 新発田市小川字２番割西尾ノ上68番地

先 

左岸 新発田市小川字真野代68番２地先 

２ 22 右岸 新発田市小川字真野代330番地先 右岸 新発田市小川字西尾ノ上330番２地先 
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